
 

 

 

 

  

労働委員会に救済申立！ 
なぜ現場の社員だけ年間休日が少ないの？ 
１２月２４日、ＪＳ労は大阪府労働委員会に不当労働行為の救済申立を行いました。 

それは、サービックとの団体交渉において、基準労働時間が同じ７時間４５分の社員の

年間休日が現場社員は１１３日であるのに対し

て、本社社員だけが１２０日である理由を「誰に

聞いてもわからない」「いつ決まったのかわから

ない」「誰も知らない」「過去の記録も含めて確

認したが、経緯は不明である。」という極めて不

誠実な回答を繰り返しました。 

 この会社の回答が、団体交渉における誠実交渉

義務に反するものとして救済を申し立てました。 

労働組合法７条２号は「使用者が雇用する労働

者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由

がなくて拒むこと」が不当労働行為とされていま

すが、「拒否」までしなくても、誠実に交渉しな

ければ同じことと考えられ、会社が誠実交渉義務

を負う根拠とされています。つまり形式的には団

体交渉が行われていても、実質に誠実な交渉がさ

れていなければ無意味であり、労働組合に保障さ

れた権利が無価値なものとなってしまうからで

す。労働組合には憲法上、団体交渉権が保障され

ているため、使用者はこれに配慮し、誠実な交渉

を尽くさなければなりません。 

 

誠実交渉義務違反のポイント（判例）とは！  
• 使用者は、労働組合の要求や主張に対して具体的な説明を行い、必要な資料を提

示する義務がある。 

• 労働組合の要求に応じられない場合でも、その理由を十分に説明し、納得を得る

努力をしなければならない。 

• 誠実交渉義務は、単に要求を拒否することではなく、相手方が理解し納得するこ

とを目指すものである。（カール・ツァイス事件・東京地判平成元９月２２日） 
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